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THE YOKOHAMA SHINKIN BANK 

 

横浜市信用保証協会、日本政策金融公庫との 

「事業承継支援に関する覚書」締結について 

～円滑な事業承継に向けて～ 

 

  横浜信用金庫（理事長 大前 茂）では、横浜市信用保証協会（会長 横山日出夫）、及び日本政策金融公庫神

奈川県内５支店（事務統括 大木 学）との間で、「事業承継支援に関する覚書」を締結し、連携スキームを構築しました。 

中小企業・小規模事業者は雇用の担い手、多様な技術・技能の担い手として 経済・社会において重要な役割を果たしてい

ます。将来にわたり、その活力を維持していくためには、円滑な事業承継を行っていくことが不可欠といえます。 

今般の覚書締結を契機に、三機関が連携を強化して、事業承継に関する融資相談の対応、情報提供及び事業譲渡先と事

業譲受先とのマッチングを促進していきます。 

三機関内で本スキームを積極的に活用し、取引先の中小企業・小規模事業者の事業承継問題の解決に貢献できるよう、

取り組んでまいります。 

 

記 

１． 業務連携の内容 

⑴ 事業承継支援に関する情報提供 

⑵ 事業承継支援に関する、双方向の事業者等の紹介 

⑶ 事業承継支援に関する相談への対応 

⑷ 事業承継支援に係るノウハウに関する情報交換 

⑸ 事業承継支援に資する融資の推進 

⑹ 事業承継支援に資する経営者保証の無保証化の推進 

⑺ その他事業承継支援に寄与する事項 

 

２． 締結日 

令和５年１０月２日 

 

以上 

＝＝ お問い合わせ先：営業統括部 本業支援室 小長谷、阿部、服部（電話：045-680-6933） ＝＝ 

  


